
平成２７年１月

宮 内 庁

平成２７年度歳出予算

政府案の概要について

（単位：百万円）

比較増△減
区 分 ２６年度 ２７年度

当初予算 政 府 案 金額 率

皇 室 費 6,150 6,117 △33 △0.5％

皇室の御活動や皇室用財産の維持管理等に
必要な経費など

（項）内 廷 費 324 324 - -％

（項）皇 族 費 263 230 △33 △12.5％

（項）宮 廷 費 5,563 5,563 △0 △0.0％

（組織）宮 内 庁

宮内庁の運営に必要な人件費・事務費など

（項）宮 内 庁 10,690 10,828 138 1.3％

（注）四捨五入の関係で，合計等は必ずしも一致しない。

【増減の概要】

１ 内廷費は，前年度同額である。

（皇室経済法第４条第１項，同法施行法第７条）

２ 皇族費の減は，宜仁親王殿下薨去（平成26年6月），典子女王殿下御結婚（平

成26年10月）によるものである。

（皇室経済法第６条第３項第４号，同法施行法第８条）

３ 宮廷費の減は，主に皇居等施設整備費の減等によるものである。

４ 宮内庁費の増は，主に事務費の増等によるものである。



宮内庁関係予算の概要
（平成２７年度予算政府案）

（項）内 廷 費 ３億２千４百万円

天皇陛下並びに内廷皇族の日常の費用等(御手元金）｡

法律(皇室経済法施行法第７条)による定額。

（参考）皇室経済法 第４条

内廷費は，天皇並びに皇后，……皇太子，

皇太子妃…… 内廷にあるその他の皇族の

日常の費用その他内廷諸費に充てるものと

し，別に法律で定める定額を，毎年支出する

ものとする。

皇 室 費

（項）皇 族 費 ２億３千万円

６１億１千７百万円

皇族としての品位保持の資に充てるため，各宮家

の皇族に対し年額で支出されるもの（御手元金）。

（参考）皇室経済法 第３条 法律(皇室経済法施行法第８条)で定める定額に

予算に計上する皇室の費用は，これ 基づき算出される額。

を内廷費，宮廷費及び皇族費とする。 （参考）皇室経済法 第６条

皇族費は，皇族としての品位保持の資に充

てるために，年額により毎年支出するもの…

…とする。

その年額…… は，別に法律で定める定額

に基づいて，これを算出する。

（注）皇族が独立の生計を営む際，皇族の身分を

離れる際には，別途一時金が支出される。

（項）宮 廷 費 ５５億６千３百万円

皇室の御活動や皇室用財産の維持管理等に必要な

経費。

（参考）皇室経済法 第５条

宮廷費は，内廷諸費以外の宮廷諸費に充て

るものとし，宮内庁で，これを経理する。

（組織）宮 内 庁

１０８億２千８百万円

宮内庁の運営に必要な人件費・事務費など



平成２７年度歳出予算政府案の概要

 （単位：千円）

平成26年度 平成27年度

当初予算額 政　府　案 金　　額 ％

6,149,846 6,116,909 △ 32,937 △ 0.5

（項）内　　廷　　費 324,000 324,000 - -

（項）皇　　族　　費 262,809 229,970 △ 32,839 △ 12.5 　宜仁親王殿下薨去及び典子
女王殿下御結婚に伴う減等

5,563,037 5,562,939 △ 98 △ 0.0

儀 典 関 係 費 743,024 740,349 △ 2,675 △ 0.4

宮 殿 等 管 理 費 855,081 891,790 36,709 4.3

皇室用財産修繕費 1,293,413 1,359,552 66,139 5.1
　庭園等管理に係る事業の増
等

皇居等施設整備費 2,322,976 2,209,006 △ 113,970 △ 4.9
　御料牧場食鶏処理場改築の
終了等

文 化 財 管 理 費 209,888 224,801 14,913 7.1

車 馬 管 理 費 138,655 137,441 △ 1,214 △ 0.9

（組織）宮　内　庁

   （項）宮　内　庁

　人　件　費　等 10,689,971 10,827,715 137,744 1.3 　情報処理業務庁費の増等

（注）四捨五入の関係で，合計等は必ずしも一致しない。

備　考区　　　　分
比 較 増 △ 減

 皇 　室　 費

（項）宮　　廷　　費



平成２７年度 機構・定員要求で認められた事項

増 員 ７人

・皇室の方々の御活動及び侍側奉仕に関する事務体制の強化２

・皇室と共に継承されてきた歴史的財産の保存・管理及び広報

に関する事務体制の強化２ など

（参 考）

減 員 ▲５人


